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は
じ
め
に

―
東
歴
研
大
会
報
告
以
後

二
〇
一
二
年
春
の
第
四
六
回
東
京
歴
史
科
学
研
究
会
大
会
に
お
い
て
私
は
、
委
員

会
企
画
「〈
弱
者
〉
の
生
存
と
『
共
同
性
』」
の
第
一
報
告
者
と
し
て
、「
中
世
後
期
〜

近
世
都
市
に
み
る
弱
者
と
生
存

―
合
力
の
論
理
と
排
除
の
論
理
の
関
係
性
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
発
表
を
行
っ
た①
。
そ
の
前
提
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
二
〇
一
一
年

の
東
日
本
大
震
災
が
存
在
す
る
。
本
稿
は
そ
れ
か
ら
十
年
後
の
二
〇
二
二
年
に
公
刊

さ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
上
の
「
御
救
米
」
を
取
り
上
げ
る
そ
の
背
景
事

情
と
し
て
、C

O
V

ID
-19

の
感
染
拡
大
が
継
続
し
、「
給
付
金
」
問
題
が
改
め
て
国
家

と
社
会
の
関
係
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
説
明
を
つ
け
る
こ
と
に
は
、
い

さ
さ
か
抵
抗
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
十
年
間
の
社
会
構
造
の
変
容②
を
背
景
と
し
て
、
東
歴
研
大
会
時

と
は
問
題
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
態
様
自
体
が
変
貌
し
て
お
り
、
学
問
的
に
も
新

た
な
語
り
の
構
え
を
求
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
教
育
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
い
っ
そ
う
切
実
な
問
題
で
あ
る
。
史

料
か
ら
何
を
読
み
取
る
か
、
と
い
う
基
本
的
な
事
柄
で
さ
え
、
あ
る
年
度
の
語
り
と

次
の
年
度
の
語
り
は
、「
少
し
も
同
じ
で
は
な
い
」③
。
少
な
く
と
も
歴
史
学
を
「
生
き

た
言
説
」
た
ら
し
め
ん
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る④
。

が
、
そ
う
と
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、
改
め
て
い
ま
、
右
の
東
歴
研
報
告
を
活
字
化
し

た
雑
誌
論
文
を
再
読
す
る
と
、
ふ
だ
ん
教
室
で
語
っ
て
い
る
事
柄
が
、
そ
こ
に
は
書

か
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
、
自
身
衝
撃
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。

東
歴
研
報
告
の
肝
要
は
、
図
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
七
三
三
年
、
享
保
の
飢
饉

時
に
「
飢
人
」
＝
被
災
者
と
「
困
窮
人
」
＝
日
常
的
な
困
窮
者
の
間
に
〈
線
引
き
〉

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
〈
線

引
き
〉
の
、ま
さ
に
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
上
に
あ
る
「
飢
人
同
前
至
極
貧
窮
の
者
ど
も
」

が
、
次
な
る
救
済
対
象
と
し
て
浮
上
し
て
い
く
過
程
を
復
原
し
た
も
の
で
あ
る
。
報

告
当
時
の
最
大
の
関
心
事
は
、
委
員
会
企
画
の
事
前
レ
ジ
ュ
メ
で
も
指
摘
し
た
よ
う

図 1　  定義される〈被災者〉―被災者／
困窮者の線引きと、ボーダーライン
上の人々への眼差し

「飢人」

　　   　「飢人同前至極貧窮の者」　   　　

「困窮人」
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に
、「
災
害
は
、〈
不
可
抗
力
に
よ
る
（
自
己
責
任
で
な
い
）
弱
者
〉
と
〈
自
己
責
任
に

帰
す
べ
き
弱
者
〉
と
い
う
「
仕
分
け
」
の
意
識
を
増
幅
し
や
す
い
危
険
性
を
は
ら
む
」

と
い
う
こ
と
、
し
か
も
そ
の
構
図
が
、
被
災
者
と
ホ
ー
ム
レ
ス
の
線
引
き
と
い
う
形

で
、
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
も
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
に
あ
っ
た⑤
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
議
論
の
重
要
性
は
、
そ
れ
か
ら
十
年
た
っ
た
い
ま
も
揺
ら
い
で
い

な
い
と
信
じ
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
事
柄
を
問
題
化
し
て
こ
な
か
っ
た

既
存
の
、
そ
し
て
新
参
の
「
災
害
史
研
究
」
な
る
も
の
へ
の
苛
立
ち
は
、
い
ま
な
お

解
消
し
て
い
な
い
。
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
自
身
が
そ
こ
に
書
い
て
い
た
、
と

思
っ
て
い
た
事
柄
を
、
私
は
こ
の
論
文
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
は
、
毎
年
の
よ
う
に
教
室
で
語
っ
て
き
た
、〈
現
場
人
〉
の
判
断
の
重
要
性
、

と
い
う
問
題
、窮
状
の
訴
え
に
直
面
し
た
現
場
の
担
当
者
が
、事
態
に
ど
う
向
き
合
っ

た
の
か
、
当
局
の
設
定
し
た
〈
ボ
ー
ダ
ー
〉
ど
お
り
に
事
案
を
処
理
し
た
の
か
ど
う

か
、と
い
う
問
題
の
ほ
う
で
あ
る
。
十
年
前
の
論
文
で
は
、た
し
か
に
飢
饉
時
の
「
黙

止
し
が
た
い
」
現
実
の
一
方
で
、
と
述
べ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
追
究
は
行
っ

て
い
な
い⑥
。
が
、
現
在
の
私
に
と
っ
て
、
当
局
の
設
定
し
た
〈
ボ
ー
ダ
ー
〉
を
超
え

て
「
黙
止
し
が
た
く
」
行
動
し
た
、〈
現
場
人
〉
の
判
断
の
ほ
う
が
、
よ
り
一
層
重
要

な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る⑦
。〈
現
場
〉
の
判
断
の
劣
化
し
た
社
会
、良
心

に
基
づ
き
行
動
す
る
こ
と
よ
り
も
、
忖
度
す
る
こ
と
が
報
わ
れ
る
空
気
を
、
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
の
十
年
ほ
ど
の
う
ち
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
蔓
延
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ
し
て
、こ
の
事
例
と
合
わ
せ
て
、私
が
「
東
日
本
大
震
災
後
に
書
か
れ
た
、真
っ

先
に
読
む
べ
き
研
究
」、
と
教
室
で
紹
介
し
て
き
た
の
が
、
一
七
四
二
年
、
荒
川
洪
水

時
の
在
村
知
識
人
、
奥
貫
友
山
の
行
動
に
着
目
し
た
、
渡
辺
尚
志
の
一
連
の
著
作
で

あ
る⑧
。
私
が
『〈
つ
な
が
り
〉
の
精
神
史
』
で
強
調
し
た
、「
死
角
へ
の
ま
な
ざ
し⑨
」

を
持
っ
て
、周
囲
の
空
気
に
左
右
さ
れ
ず
行
動
し
た
友
山
の
〈
判
断
〉。
あ
る
い
は
同

じ
洪
水
時
に
下
流
の
江
戸
で
、
前
日
ま
で
朝
夕
二
度
行
わ
れ
て
き
た
焚
出
し
が
町
奉

行
所
に
よ
っ
て
夕
一
回
に
半
減
さ
れ
た
時
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
の
現
場
で
は
前

日
ま
で
と
同
じ
く
朝
配
っ
た
の
だ
、
と
い
う
一
片
の
事
実
の
背
後
に
、
ど
の
よ
う
な

「
黙
止
し
が
た
い
」
判
断
が
あ
っ
た
の
か
。「
い
ま
、
歴
史
学
に
何
が
可
能
か⑩
」
と
い

う
問
い
に
対
し
、
可
能
な
こ
と
は
無
数
に
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
ま
な

ざ
し
を
持
っ
た
研
究
に
出
会
う
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
は
な
は
だ
稀
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
同
じ
批
判
は
私
自
身
に
も
向
け
ら
れ
る
。
十
年
前
の
東
歴
研
報
告
で
論

じ
え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
今
次
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
東
歴
研
報
告
が
、
ま
だ
江
戸

町
会
所
の
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
は
政
府
に
よ
る
救
済
が
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
時

代
に
生
み
出
さ
れ
た
〈
問
題
〉
を
、
主
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
に
対
し
、
富
の
国
家

的
再
配
分
が
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
幕
末
と
い
う
時
代
、
言

う
な
れ
ば
、
よ
り
今
日
的
な
状
況
に
近
し
い
時
代
の
〈
問
題
〉
を
取
り
上
げ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
歴
史
の
追
創
造⑪
」
の
企
て
に
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

Ⅰ　

  

安
政
大
地
震
時
と
安
政
コ
レ
ラ
流
行
時
の
御
救
米
人
数
を

再
検
証
す
る

ⅰ
問
題
の
所
在

で
は
、
こ
こ
に
よ
う
や
く
、
本
稿
の
取
り
組
む
べ
き
「
問
い
」
と
そ
の
分
析
方
針

を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
初
発
の
「
問
い
」
と
し
て
は
ひ
と
ま
ず
、
幕
府
膝

下
の
大
都
市
江
戸
に
お
い
て
、
安
政
大
地
震
（
一
八
五
五
）
時
の
町
会
所
御
救
米
と
、

安
政
コ
レ
ラ
流
行
（
一
八
五
八
）
時
の
町
会
所
御
救
米
と
で
は
、果
し
て
ど
ち
ら
の
給

付
人
数
が
多
か
っ
た
か
、
と
い
う
、
至
極
シ
ン
プ
ル
な
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

じ
つ
は
こ
の
「
問
い
」
に
答
え
う
る
先
駆
的
な
業
績
が
、
町
会
所
御
救
と
都
市
下
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層
民
衆
の
関
係
か
ら
、
大
都
市
江
戸
を
構
造
的
に
掘
り
下
げ
た
、
吉
田
伸
之
の
研
究

で
あ
る⑫
。
吉
田
に
よ
れ
ば
、
一
八
五
〇
年
代
の
町
会
所
御
救
米
の
対
象
人
数
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
二
〜
五
月　

米
価
高
直
・
風
邪
流
行

　

そ
の
日
稼
ぎ
の
者
三
八
万
一
七
四
〇
人
に
一
万
四
二
一
五
石
余
の
御
救
米

② 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
一
〜
十
二
月　

安
政
大
震
災

　

そ
の
日
稼
ぎ
の
者
三
八
万
一
二
〇
〇
人
に
御
救
米

③ 

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）　

安
政
コ
レ
ラ
流
行

　

貧
民
五
二
万
三
〇
七
六
人
に
二
万
三
九
一
七
・
八
石
の
御
救
米

吉
田
が
明
ら
か
に
し
た
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
か
ら
七
年
（
一
八
三
六
）
に
至

る
、
飢
饉
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る
臨
時
救
済
の
対
象
者
は
、
二
七
万
八
三
五
三
人
か

ら
四
〇
万
九
一
六
四
人
へ
と
、
毎
年
右
肩
上
が
り
に
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら

考
え
る
と
、
①
②
は
天
保
年
間
の
ピ
ー
ク
を
下
回
り
、
③
は
こ
れ
を
大
き
く
上
回
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

安
政
大
地
震
時
の
御
救
米
受
給
人
数
の
予
想
外
の
少
な
さ
、
安
政
コ
レ
ラ
流
行
時

の
予
想
以
上
の
多
さ
、
が
、
ま
ず
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
う
っ
か
り
す
る

と
、
安
政
大
地
震
に
お
け
る
鯰
絵
流
行
な
ど
、
所
詮
は
余
裕
の
産
物
で
あ
り
、
そ
こ

に
庶
民
の
「
ゼ
ロ
願
望⑬
」
を
読
み
込
む
こ
と
自
体
の
当
否
を
も
問
わ
れ
か
ね
な
い
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
安
政
コ
レ
ラ
流
行
は
、
三
年
前
の
大
地
震
を
上
回
る
被
災
状
況

だ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
解
釈
を
も
、
採
用
し
て
し
ま
う
危
険
を
伴
う
。

さ
す
れ
ば
、
次
に
設
定
す
べ
き
「
問
い
」
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
数
字
は
本

当
か
、
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
数
字
が
本
当
で
な
い
、
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
表
面

上
の
数
字
か
ら
は
、
何
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
が
こ
の
第
一
章
で

分
析
す
べ
き
事
柄
と
な
る
。

分
析
対
象
と
し
て
、『
江
戸
町
触
集
成
』
に
収
め
ら
れ
た
史
料
の
分
析
か
ら
始
め
る

こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
さ
き
の
吉
田
の
研
究
が
公
表
さ
れ
た
当
時
、
同

史
料
集
は
未
刊
で
あ
り
、
旧
い
『
東
京
市
史
稿 

救
済
篇
』
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
よ
っ
て
本
稿
は
、
今
日
享
受
し
う
る
豊
富
な
史
料
を
根
拠
に
、
吉
田
説
の

不
備
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
を
目
的
と
は
し
な
い
。複
数
の
数
字
が
伝
わ
る
こ
と
自
体
、

非
常
に
興
味
深
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
差
分
の
持
つ
意
味
こ
そ
を
、
明
ら
か

に
し
た
い
の
で
あ
る
。

ⅱ
安
政
大
地
震
時
三
八
万
一
二
〇
〇
人
の
根
拠

二
〇
二
〇
年
の
近
著
に
お
い
て
、
杉
森
玲
子
は
、「
江
戸
大
地
震
之
図
」
の
「
雪
の

中
の
行
列
」
に
、
御
救
米
受
給
に
並
ぶ
人
々
を
見
出
す
清
新
な
研
究
を
発
表
し
て
い

る⑭
。
だ
が
、
安
政
大
地
震
時
御
救
米
に
つ
い
て
の
最
新
の
研
究
で
あ
る
同
書
で
さ
え

も
、『
安
政
乙
卯
武
江
地
動
之
記
』
に
記
さ
れ
た
三
八
万
一
二
〇
〇
人
と
い
う
、
吉
田

の
示
し
た
数
値
自
体
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
今
日
享
受
可
能
な
豊
富

な
史
料
を
も
っ
て
し
て
も
、
新
た
な
総
数
を
示
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
杉
森

は
な
ぜ
か
言
及
し
て
い
な
い
が
、
吉
田
説
の
誤
り
を
正
し
、
安
政
大
地
震
時
の
「
握

飯
か
ら
御
救
米
」
へ
の
推
移
を
明
確
に
示
し
た
研
究
と
し
て
は
、
二
〇
一
二
年
刊
行

の
拙
著
が
あ
る⑮
。
現
時
点
の
知
見
か
ら
、
こ
れ
を
改
め
て
ま
と
め
直
す
と
、
次
の
と

お
り
と
な
ろ
う
。

❶
ま
ず
「
握
飯
」
焚
出

　

実
施
期
間　

十
月
三
日
〜
十
月
十
九
日⑯

　
（  『
地
震
珍
説
集⑰
』
は
十
二
月
晦
日
ま
で
、
二
〇
万
二
四
〇
〇
人
と
す
る
が
、
終
了
日
は

誤
り
）

❷
そ
の
後
、
格
別
困
窮
者
に
「
御
救
米
」

　

申
請
期
間　

十
月
二
十
日
〜
十
一
月
八
日⑱
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実
施
期
間　

十
一
月
十
五
日
〜
十
二
月
二
十
四
日　

三
八
万
一
二
〇
〇
人
（『
安

政
乙
卯
武
江
地
動
之
記⑲
』）

右
の
ま
と
め
の
要
諦
は
、
❶
「
握
飯
」
焚
出
と
❷
「
御
救
米
」
と
は
、
全
く
性
格

を
異
に
す
る
救
済
事
業
で
あ
り
、
端
的
に
言
っ
て
、
❶
か
ら
❷
へ
の
移
行
は
、
第
二

章
で
詳
し
く
論
じ
直
す
と
お
り
、
災
害
と
い
う
事
態
の
終
結
宣
言
に
相
当
す
る
、
と

い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
御
救
米
」
受
給
者
と
は
、
あ
く
ま
で
〈
困
窮
者
〉
で

あ
っ
て
、
も
は
や
安
政
大
地
震
の
〈
被
災
者
〉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

幕
府
、
町
会
所
は
そ
う
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。三

八
万
一
二
〇
〇
人
と
い
う
数
字
が
、も
は
や
被
災
者
数
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、

と
す
る
な
ら
ば
、
天
保
期
に
恒
例
化
し
た
臨
時
救
済
に
比
べ
格
別
多
い
わ
け
で
は
な

い
点
か
ら
み
て
も
、
そ
の
数
値
は
少
し
も
意
外
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、『
安
政
乙
卯
武
江
地
動
之
記
』
の
記
述
は
、「
云
々
」
が
付
さ
れ
た
二
次
的
な

伝
聞
情
報
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
数
値
に
さ
ほ
ど
疑
う
べ
き
要
素
は
な
い

の
で
あ
る
。

も
っ
と
言
え
ば
、『
安
政
乙
卯
武
江
地
動
之
記
』
の
三
八
万
一
二
〇
〇
人
と
は
、
安

政
大
地
震
時
に
指
定
の
人
別
雛
形⑳
を
用
い
て
申
請
さ
れ
振
る
舞
わ
れ
た
、「
御
救
米
」

の
実
数
の
総
和
（
引
換
用
の
「
札
」
を
集
計
し
た
も
の
）
で
も
何
で
も
な
く
、給
付
が
期

待
さ
れ
た
総
人
数
と
し
て
、
江
戸
市
中
に
流
布
し
た
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
の
数
値
が
、
嘉
永
四
年
の
米
価
高
直
・
風
邪
流
行
時
の
三
八
万
一
七
四
〇
人
と
ほ

ぼ
同
数
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
推
論
さ
せ
て
余
り
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
推
論
を
、い
さ
さ
か
確
信
に
近
い
も
の
へ
と
近
づ
け
て
く
れ
る
の
が
、

次
の
安
政
コ
レ
ラ
流
行
で
あ
る
。

ⅲ
安
政
コ
レ
ラ
流
行
時
五
二
万
三
〇
七
六
人
の
根
拠

吉
田
伸
之
が
こ
れ
を
五
二
万
三
〇
七
六
人
と
し
た
根
拠
は
、
仮
名
垣
魯
文
の
『
安

政
午
秋 

頃
痢
流
行
記
』
の
記
述
で
あ
る
。
同
史
料
は
、
こ
の
間
の
コ
ロ
ナ
禍
の
副
産

物
と
し
て
、
現
代
語
訳
し
た
本
が
急
遽
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
い
ま
や
一
般
に
も
身
近

な
史
料
と
な
っ
て
い
る
が㉑
、じ
つ
は
安
政
コ
レ
ラ
流
行
時
の
御
救
米
人
数
の
実
数
は
、

大
地
震
時
と
は
違
っ
て
一
次
史
料
に
よ
る
確
定
が
可
能
で
、
三
六
万
七
六
〇
三
人
で

あ
る㉒
。
そ
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
五
升
も
の
」「
三
升
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
日
当
た
り
五

合
、
三
合
の
十
日
分
一
括
支
給
を
受
け
た
者
を
指
し
、
こ
れ
を
単
純
に
男
女
別
で
分

け
て
い
な
い
の
は
、
労
働
年
齢
男
性
の
み
が
五
升
、
そ
の
他
（
女
性
・
子
供
）
が
三
升

と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
五
二
万
三
〇
七
六
人
と
い
う

数
字
と
三
六
万
七
六
〇
三
人
と
い
う
数
字
の
懸
隔
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
「
仮
名
垣

魯
文
は
数
字
を
盛
っ
た
の
か
？
」
と
い
う
、
第
三
の
問
い
で
あ
る
。
か
の
仮
名
垣
魯

文
な
ら
さ
も
あ
り
な
ん
、
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
、
果
し
て
妥
当
な
の
か
。

そ
こ
で
ま
ず
、
仮
名
垣
魯
文
の
記
載
記
事
の
計
算
を
検
証
し
て
お
こ
う
。

惣人数 367,603 人
白米 13693.25 石
5 升もの　133,258 人
　6,662.9 石
3 升もの　234,345 人
　7,030.35 石
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右
の
通
り
、
①
史
料
の
記
載
に
は
明
確
な
誤
記
が
あ
る
。
史
料
に
は
、

　

〇
同　

女
子
廿
万
七
千
五
十
六
人

と
あ
る
が
、
③
正
し
い
計
算
で
は
、「
貧
民
女
・
子
」
は

　

〇
同　

女
子
廿
七
万
五
百
六
十
人

と
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
仮
名
垣
魯
文
の
デ
ー

タ
に
基
づ
く
計
算
で
は
本
来
、
総
人
数
は
吉
田
の
言
う
②
五
二
万
三
〇
七
六
人
で
は

な
く
、
③
五
八
万
六
五
八
〇
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
じ
つ
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
安
政
コ
レ
ラ
流
行
時
の
御
救
米
人
数
が
、

計
算
上
、
五
八
万
六
五
八
〇
人
と
な
る
、
別
史
料
が
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
そ
の
史

料
に
も
ま
た
大
き
な
誤
記
が
あ
る
の
だ
が
、
じ
つ
は
そ
の
誤
記
に
よ
っ
て
、
思
い
が

け
な
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
史
料
と
は
、
近
年
展
覧
会

図
録
を
通
じ
て
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、『
大
日
本
数
量
附
暴
病

御
救
人
別
之
写
』
で
あ
る㉓
。

①史料の記載
貧民男　316,020 人
　1人 5升ずつ　15,801 石
貧民女・子　207,056 人
　1人 3升ずつ　8,116.8 石
〆　23,917.8 石＝ 60,000 両
②史料の記載に基づく総人数
316,020 ＋ 207,056 ＝ 523,076
③正しい計算に基づく総人数
貧民女・子は、
811,680升÷3升 /人＝270,560人
よって、
316,020 ＋ 270,560 ＝ 586,580

図2　  『大日本数量附暴病御救人別之写』（一部分、あ
いおいニッセイ同和損保所蔵災害資料）

①史料の記載
窮民男　316,020 人
　1人 5升ずつ　15,801 石
窮民女・子　27,056 人
　1人 3升ずつ　8,116.8 石
惣〆　28,697.8 石＝ 60,000 両
②史料の記載に基づく総人数
316,020 ＋ 27,056 ＝ 343,076
③正しい計算に基づく総人数
窮民女・子は、
811,680 ÷ 3 ＝ 270,560
よって、
316,020 ＋ 270,560 ＝ 586,580
④補足
15,801 ＋ 8,116.8 ＝ 23,917.8
よって総石高は、『頃痢流行記』
の記述のほうが、計算が合う。
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要
す
る
に
、「
●
同
女
子　

廿
七
万
五
百
六
十
人
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
一
桁
間

違
っ
て
「
●
同
女
子　

二
万
七
千
五
十
六
人
」
と
記
述
し
た
の
が
、『
大
日
本
数
量
附

暴
病
御
救
人
別
之
写
』
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
両
史
料
か
ら
は
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

⑴　

  

Ａ
『
頃
痢
流
行
記
』、Ｂ
『
大
日
本
数
量
附
暴
病
御
救
人
別
之
写
』
の
数
字
情

報
は
、
い
ず
れ
も
誤
記
を
含
む
。

⑵　

  

Ｂ
の
「
二
万
七
千
五
十
六
人
」
と
の
誤
記
に
対
し
、
Ａ
は
、
一
桁
修
正
し
て

「
廿
七
万
五
百
六
十
人
」
と
正
す
べ
き
と
こ
ろ
、「
二
万
」
を
「
廿
万
」
の
誤

記
と
誤
断
し
て「
廿
万
七
千
五
十
六
人
」と
校
し
た
。
そ
う
考
え
る
の
が
も
っ

と
も
合
理
的
で
あ
る
。

⑶　

  

つ
ま
り
、
Ｂ
が
Ａ
よ
り
も
先
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
人
数
は
仮
名

垣
魯
文
の
創
作
に
よ
っ
て
「
盛
ら
れ
た
」
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
こ
の
人
数

情
報
自
体
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
市
中
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

⑷　

  

刊
記
に
つ
い
て
、Ａ
は
「
時
に
安
政
五
戊
午
季
穐
九
月
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、

Ｂ
は
「
安
政
五
年
九
月
十
日
改
正
」
と
す
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。
実
際
の

御
救
米
給
付
は
八
月
二
十
八
日
〜
十
一
月
十
四
日
。
つ
ま
り
最
終
的
な
人
数

を
反
映
し
た
公
式
デ
ー
タ
で
は
な
く
、
給
付
の
初
期
段
階
に
流
布
し
て
い
た

情
報
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ⅳ
最
初
の
数
字
と
最
終
の
数
字
に
は
差
が
あ
り
う
る
、と
い
う
こ
と

な
ら
ば
改
め
て
問
お
う
。
五
二
万
三
〇
七
六
人
、
正
し
く
は
五
八
万
六
五
八
〇
人

と
い
う
数
字
と
、
三
六
万
七
六
〇
三
人
と
い
う
数
字
の
懸
隔
を
、
ど
う
説
明
す
べ
き

な
の
か
。

一
八
五
〇
年
代
の
江
戸
町
方
人
口
は
、
一
般
に
、
五
五
〜
五
七
万
人
程
度
と
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
五
八
万
六
五
八
〇
人
と
い
う
人
数
は
、
ほ
ぼ
江
戸
町
方
総
人

口
に
相
当
す
る
。
Ａ
『
頃
痢
流
行
記
』、ま
た
Ｂ
『
大
日
本
数
量
附
暴
病
御
救
人
別
之

写
』
に
共
通
す
る
、「
御
府
内
（
町
方
）
惣
人
数
」
七
一
〇
万
一
三
一
八
人
と
す
る
に

至
っ
て
は
参
考
に
値
し
な
い
が
、
御
救
米
五
八
万
六
五
八
〇
人
と
い
う
数
字
は
、
江

戸
町
方
の
す
べ
て
の
人
が
所
定
の
人
別
書
式
に
従
っ
て
申
請
す
れ
ば
、
だ
い
た
い
そ

れ
ぐ
ら
い
に
な
る
数
な
の
で
あ
っ
て
、
暫
定
的
な
数
値
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
あ
り

え
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
最
終
的
に
認
定
さ
れ
た
人

数
が
三
六
万
七
六
〇
三
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
江
戸
市

中
の
〈
願
望
〉
に
属
す
る
数
字
で
あ
っ
て
、
幕
府
、
町
会
所
御
救
へ
の
期
待
度
を
示

す
数
値
と
し
て
市
中
に
流
布
し
た
も
の
と
見
れ
ば
、
か
え
っ
て
リ
ア
ル
な
史
料
、
と

言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
き
に
指
摘
し
た
、
安
政
大
地
震
時
の
三
八
万
一
二
〇
〇
人
と
い
う
数
字
が
、
い

か
に
も
あ
り
そ
う
な
数
字
で
あ
る
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
こ
れ
ら
二
次
史
料
に
は
、

か
え
っ
て
生
々
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
が
含
ま
れ
う
る
の
で
あ
る
。

ⅴ
申
請
と
給
付
決
定
の
間

安
政
コ
レ
ラ
流
行
時
の
御
救
米
給
付
期
間
は
、
八
月
二
十
八
日
か
ら
十
一
月
十
四

日
ま
で
。
八
月
十
七
日
、
町
会
所
年
番
の
触
に
よ
れ
ば
、
申
請
期
間
は
次
の
と
お
り
、

八
月
二
十
三
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
で
あ
る
。

御
組
合
御
支
配
限
り
、
急
速
に
御
取
り
調
べ
、
三
才
迄
の
小
児
は
相
除
き
、
名

前
年
付
等
念
を
入
れ
、
別
紙
雛
形
の
通
り
、
半
紙
竪
帳
に
御
認
め
、
御
支
配
限

り
御
出
来
次
第
、
来
る
二
十
三
日
よ
り
来
月
五
日
迄
の
内
、
間
違
い
無
く
御
差

出
し
成
さ
る
べ
く
候
。
も
っ
と
も
近
来
度
々
御
救
御
沙
汰
こ
れ
有
り
、
打
ち
馴

れ
居
り
候
儀
に
つ
き
、
自
然
麁
漏
の
調
べ
方
い
た
し
、
不
相
当
の
も
の
御
書
上

げ
、
追
っ
て
御
聴
き
入
れ
御
沙
汰
受
け
候
よ
う
に
て
は
相
済
ま
ず
候
間
、
精
々

御
取
調
べ
肝
要
に
付
き
、
急
速
に
御
打
ち
掛
か
り
、
御
救
御
趣
意
行
き
届
き
候
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よ
う
御
取
り
計
ら
い
成
さ
る
べ
く
候㉔
。

右
に
よ
れ
ば
、
近
来
た
び
た
び
の
御
救
米
支
給
に
よ
り
、
う
ち
馴
れ
、
粗
漏
の
調

べ
方
い
た
し
、
受
給
不
相
当
の
者
の
書
上
げ
を
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら

に
十
日
後
の
八
月
二
十
七
日
、
御
救
米
支
給
開
始
の
前
日
に
至
る
と
、
す
で
に
申
請

が
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

去
る
卯
年
十
月
震
災
に
て
御
救
米
下
し
置
か
れ
候
節
、
不
相
当
の
も
の
書
き
上

げ
仕
り
、
再
調
仰
せ
付
け
ら
れ
、
ま
っ
た
く
不
相
当
の
者
書
き
上
げ
人
数
相
減

ら
し
候
場
所
、
御
座
候
に
つ
き
、
今
般
の
儀
は
格
別
入
念
に
取
調
べ
候
よ
う
、

仰
せ
渡
さ
れ
畏
み
た
て
ま
つ
り
候㉕
。

こ
こ
で
は
十
日
前
よ
り
一
歩
進
め
、
去
る
震
災
時
に
は
、
再
調
査
を
さ
せ
人
数
を

減
ら
し
て
修
正
申
告
と
な
っ
た
場
所
が
あ
る
、
と
の
先
例
に
も
言
及
し
て
、
今
次
の

申
請
を
入
念
に
吟
味
す
る
よ
う
、
指
導
が
入
っ
た
旨
を
伝
え
て
い
る
。

安
政
大
地
震
時
に
は
、
十
月
二
十
日
か
ら
十
一
月
十
八
日
ま
で
の
其
日
稼
之
者
人

別
書
上
（
極
貧
者
申
請
）
を
経
て
、
十
一
月
十
五
日
か
ら
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
、
比

較
的
短
期
間
で
御
救
米
の
支
給
を
終
え
て
い
る
の
に
対
し
、安
政
コ
レ
ラ
流
行
で
は
、

八
月
二
十
三
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
其
日
稼
之
者
人
別
書
上
（
極
貧
者
申
請
）
を
経

て
、
御
救
米
給
付
開
始
か
ら
完
了
ま
で
に
二
ヶ
月
半
か
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

再
調
査
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は

五
十
数
万
に
も
及
ん
だ
申
請
を
、
三
六
万
七
六
〇
三
人
に
絞
り
込
む
作
業
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、右
の
触
の
「
仰
せ
渡
さ
れ
畏
み
た
て
ま
つ
り
候
」
な
る
、

白
々
し
い
文
言
か
ら
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
の
な
い
限
り
緩
々
の

認
定
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
事
実
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
御
救
米
申
請
の
手
続
き
が
な
か
っ
た
頃
、
す
な
わ
ち
一
七
九
二
年
の
江
戸

町
会
所
設
立
以
前
に
お
い
て
、被
災
者
救
済
（
焚
出
し
）
か
ら
極
貧
者
救
済
（
御
救
米
）

へ
の
移
行
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
下
々
困
窮
」「
人
々

解
体
」
の
危
機
に
身
命
を
賭
す
る
こ
と
を
誓
約
し
た
松
平
定
信
の
町
会
所
設
立㉖
に

よ
っ
て
、
果
し
て
〈
生
き
や
す
い
社
会
〉
は
現
出
し
え
た
の
か
。
こ
の
問
い
へ
と
進

む
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅱ　

  「
仕
分
け
」
と
「
不
相
当
」
の
懸
隔

―
「
貧
窮
者
」
が
救
済
対
象
と
な
る
前
提

ⅰ
問
題
の
所
在

百
万
都
市
江
戸
の
半
数
が
町
方
、
そ
の
過
半
が
都
市
下
層
民
衆
で
あ
っ
て
、
町
会

所
臨
時
救
済
の
対
象
と
な
る
。
こ
れ
が
天
保
期
以
降
の
「
御
救
米
」
の
基
本
イ
メ
ー

ジ
で
あ
る
。「
貧
窮
者
」
で
あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
っ
て
恥
で
は
な
く㉗
、「
不
相

当
」
か
ま
わ
ず
「
至
極
貧
窮
者
」
対
象
の
「
御
救
米
」
を
人
別
申
請
す
る
こ
と
が
、

当
然
視
さ
れ
た
社
会
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
市
中
の
メ
デ
ィ
ア
が

五
十
数
万
人
の
受
給
申
請
を
後
押
し
す
る
社
会
で
も
あ
っ
た
。
審
査
も
過
半
が
通
る

ぐ
ら
い
に
、
相
当
に
緩
い
。
わ
ず
か
十
日
分
の
糧
に
過
ぎ
な
い
、
五
升
や
三
升
の
米

を
求
め
て
人
々
は
列
を
な
し
、
そ
の
結
果
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
天
明
期
に
頻
発
し
た

打
ち
毀
し
は
、
江
戸
で
は
最
後
の
最
後
、
慶
応
期
に
い
た
る
ま
で
鳴
り
を
潜
め
る
こ

と
に
な
る
。
政
府
批
判
、
社
会
批
判
の
牙
な
ど
、
こ
の
程
度
の
給
付
で
、
い
と
も
簡

単
に
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
方
、「
は
じ
め
に
」
の
図
1
で
示
し
た
享
保
期
に
あ
っ
て
は
、「
貧
窮

者
」
で
あ
る
こ
と
は
、「
御
救
米
」
の
対
象
外
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
御
救
米
」
を

受
給
す
る
に
は
、
明
確
に
被
災
者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
日
常
的
な
「
困
窮
人
」

は
対
象
外
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
史
料
上
の
用
語
で
言
え
ば
、
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「
仕
分
け
」
の
時
代
と
「
不
相
当
」
の
時
代
の
懸
隔
が
あ
る
、と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ

る
。第

二
章
は
、
第
一
章
に
見
た
十
九
世
紀
中
葉
の
安
政
期
の
状
況
と
、
十
八
世
紀
前

半
の
享
保
期
の
状
況
の
差
異
、
す
な
わ
ち
「
貧
窮
者
」
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

変
容
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
町
会
所
御
救
米
と
い
う
問
題
を
再
定
位
し

た
い
。

ⅱ  

〈
被
災
者
認
定
〉
誕
生
の
頃

―
享
保
の
飢
饉
で
〈
現
場
人
〉
は
ど
う
判
断
し
た
か

そ
こ
で
ま
ず
、享
保
期
の
状
況
を
改
め
て
描
き
直
し
て
お
こ
う
。「
は
じ
め
に
」
で

言
及
し
た
、
享
保
飢
饉
時
の
「
黙
止
し
が
た
く
」
の
史
料
と
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。

﹇
江
戸
﹈
御
救
米
の
儀
、
名
主
ど
も
へ
御
渡
し
置
か
れ
、
飢
人
へ
と
ら
せ
候
よ
う

仰
せ
渡
さ
れ
候
と
こ
ろ
、
月
行
事
な
ど
へ
相
渡
し
置
き
、
不
吟
味
な
る
致
し
方

の
者
も
こ
れ
有
る
由
、
不
埒
に
候
間
、
名
主
ど
も
吟
味
仕
り㉘
、

﹇
京
都
﹈
飢
人
同
前
至
極
貧
窮
の
者
ど
も
へ
御
救
米
下
し
置
か
れ
候
間
、町
内
改

吟
味
書
付
差
出
す
べ
き
旨
、
き
っ
と
書
付
を
も
っ
て
申
す
儀
に
候
と
こ
ろ
、
心

得
違
い
候
や
、
ま
た
は
町
内
の
者
ど
も
申
す
旨
に
ま
か
せ
、
黙
止
し
が
た
く 

、

吟
味
を
遂
げ
ず
書
附
出
だ
し
候
儀
と
相
見
え
、
こ
れ
に
よ
り
指
出
し
候
人
数
の

書
付
は
取
り
上
げ
ず
候㉙
。

私
は
二
〇
一
二
年
の
論
文
で
は
、
右
の
史
料
引
用
に
つ
づ
け
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。つ

ま
り
飢
饉
時
の
「
黙
止
し
が
た
い
」
現
実
の
一
方
で
、当
局
側
の
論
理
で
は
、

「
御
救
米
」
が
「
不
吟
味
」
の
ま
ま
配
給
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、緩
い
実
態
に
対

す
る
統
制
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
当
局
は
、何
に〈
線

引
き
〉
を
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か㉚
。

そ
う
述
べ
た
う
え
で
、「
困
窮
人
へ
は
無
用
い
た
し
、
飢
人
へ
ば
か
り
と
ら
せ
申
す

べ
く
候㉛
」
と
い
う
、〈
線
引
き
〉
の
論
理
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
。

改
め
て
問
お
う
、
こ
こ
で
「
不
吟
味
」
と
の
指
導
が
入
っ
た
理
由
は
な
に
か
。
江

戸
の
史
料
か
ら
は
、
町
名
主
が
「
御
救
米
」
の
配
分
を
月
行
事
等
に
委
ね
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
、
京
都
の
史
料
か
ら
は
「
町
内
の
者
ど
も
申
す
旨
に
ま
か
せ
」
配
っ
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
お
り
、
ど
う
配
る
か
は
、〈
現
場
〉
に
委
ね
ら
れ
て
お

り
、
ま
さ
し
く
「
緩
い
実
態
」、
否
、
寛
容
す
ぎ
る
実
態
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
京
都
の
町
触
に
の
み
、「
黙
止
し
が
た
く
」
の
文
言
が
あ
る
の
か
。
そ

れ
は
、
江
戸
が
「
飢
人
」
へ
の
第
一
次
救
済
で
終
わ
っ
た
の
に
対
し
、
京
都
で
は
、

過
日
の
「
飢
人
」
救
済
に
つ
づ
き
、
新
た
に
「
飢
人
同
前
至
極
貧
窮
の
者
」
へ
の
第

二
次
救
済
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
緩
い
実
態
」
と
は
い
え
、

〈
被
災
者
〉
認
定
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
（
図
1
）
が
厳
格
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

切
り
捨
て
ら
れ
た
人
々
は
厳
然
と
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
ボ
ー
ダ
ー
付

近
の
人
々
の
救
済
に
向
け
て
、
改
め
て
〈
現
場
〉
で
の
判
断
が
求
め
ら
れ
た
結
果
、

ま
さ
し
く
「
黙
止
し
が
た
い
」
と
の
判
断
の
も
と
、給
付
し
よ
う
と
し
た
〈
現
場
人
〉

が
い
た
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。「
町
内
の
者
ど
も
申
す
旨
に

ま
か
せ
」「
吟
味
を
遂
げ
ず
」
配
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
触
の

主
旨
に
す
ぎ
ず
、
た
だ
そ
の
字
面
だ
け
を
読
み
取
っ
て
も
〈
死
ん
だ
言
説
〉
し
か
紡

ぎ
得
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
給
付
の
現
場
は
結
構
緩
々
で
あ
っ
た
、
だ
と
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
、
そ

れ
こ
そ
「
緩
い
」
解
釈
を
す
る
な
ら
、
畢
竟
、
享
保
期
か
ら
も
安
政
期
か
ら
も
、
そ

れ
こ
そ
大
差
の
無
い
歴
史
像
し
か
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
こ
で
改
め
て
、
享
保
の
飢
饉
時
に
は
じ
め
て
〈
被
災
者
〉
認
定
ボ
ー
ダ
ー
ラ
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イ
ン
（
図
1
）
が
設
定
さ
れ
た
の
だ
、と
い
う
重
大
な
歴
史
的
事
実
に
向
き
合
う
な
ら

ば
、
被
災
者
／
困
窮
者
、
国
家
責
任
／
自
己
責
任
の
〈
ボ
ー
ダ
ー
導
入
〉
の
混
乱
、

せ
め
ぎ
合
い
の
渦
中
に
あ
っ
た
〈
現
場
〉
を
、「
吟
味
を
遂
げ
ず
」
と
見
做
す
側
か
ら

眺
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
黙
止
し
が
た
く
」
判
断
し
た
側
か
ら
眺
め
る
の
か
。
一

つ
の
〈
選
択
〉
に
立
た
さ
れ
た
瞬
間
、
そ
の
感
情
の
動
き
ま
で
を
、
史
料
か
ら
呼
び

出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
受
給
資
格
に
厳
格
な
ボ
ー
ダ
ー
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
機

に
、「
御
救
米
」
を
ど
う
配
る
べ
き
か
が
真
剣
に
考
え
ら
れ
た
享
保
期
京
都
の
空
気

と
、
町
会
所
御
救
と
い
う
、
半
官
半
民
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
も
と
で
、「
不
相

当
」
か
ま
わ
ず
申
請
し
放
題
だ
っ
た
大
規
模
御
救
米
が
実
現
し
て
い
た
安
政
期
江
戸

を
覆
っ
て
い
る
空
気
と
は
、
相
当
に
違
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
似
た
よ
う
な
も

の
」
と
一
括
す
る
こ
と
は
、
私
に
は
到
底
で
き
な
い
。

そ
う
述
べ
た
上
で
、い
よ
い
よ
最
後
の
問
い
に
移
ろ
う
。
享
保
期
と
安
政
期
の〈
落

差
〉、「
仕
分
け
」
の
時
代
と
「
不
相
当
」
の
時
代
の
懸
隔
は
、
や
は
り
、
松
平
定
信

の
町
会
所
設
置
を
画
期
と
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

ⅲ  

出
発
点
と
し
て
の
一
七
四
二
年

―
災
害
救
済
に
お
け
る
事
態
の
終
結
宣
言

二
〇
一
二
年
の
『〈
つ
な
が
り
〉
の
精
神
史
』
は
、
松
平
定
信
か
ら
書
き
起
こ
し
、

松
平
定
信
で
結
ん
で
い
る
。
翌
年
刊
行
し
た
『
日
本
の
起
源
』
で
は
、
町
会
所
の
負

の
側
面
に
も
言
及
し
て
い
る
か
ら32
、
別
段
私
は
、
定
信
の
政
策
を
必
要
以
上
に
オ
ー

ヴ
ァ
ー
レ
イ
ト
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
実
際
、
本
稿
で
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
、
町
会

所
と
い
う
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
よ
り
、
江
戸
町
方
の
大
多
数
が
容
易
に
御
救
米
申

請
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
で
、
申
請
時
点
で
五
十
数
万
、
実
数
で
も
四
十
万
弱

に
及
ぶ
御
救
米
支
給
人
数
を
目
の
当
た
り
に
し
て
は
、
次
の
二
つ
の
事
実
に
つ
い
て

考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
一
つ
は
、吉
田
以
降
の
研
究
が
見
据
え
て
き
た
と
お
り
、

大
都
市
江
戸
が
圧
倒
的
多
数
の
都
市
下
層
民
衆
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実

で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、〈
貧
困
〉
が
ノ
ー
マ
ル
で
当
た
り
前
の
分
だ
け
、
さ
ら
に
下

層
の
人
々
、
最
底
辺
の
階
層
を
見
え
づ
ら
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で

あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
東
歴
研
報
告
で
は
「
貧
困
、
弱
者
そ
の
も
の
が
階
層
性
を
な
し
て

い
る
」
状
況
を
重
視
し
た
の
だ
が
、
い
ま
そ
の
眼
差
し
へ
と
立
ち
帰
る
な
ら
ば
、
歴

史
上
の
一
つ
の
転
機
が
、
寛
政
改
革
期
よ
り
さ
ら
に
遡
る
こ
と
一
七
四
二
年
、
寛
保

江
戸
洪
水
に
お
け
る
〈
事
態
の
終
結
宣
言
〉
に
あ
っ
た
こ
と
に
、
改
め
て
思
い
至
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
次
の
史
料
の
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
。
助
け
船
に
て
新
大
橋
・
両
国
橋
へ
追
々
召
し
連
れ
上
げ
候
者
ど
も
、
江

戸
に
所
縁
も
こ
れ
無
き
者
は
当
分
非
人
溜
へ
遣
し
置
き
、
追
っ
て
本
所
筋
水

引
き
候
以
後
、
相
返
す
べ
き
段
、
申
し
渡
し
候
と
こ
ろ
、
溜
へ
罷
り
越
し
候

も
迷
惑
の
旨
こ
れ
を
申
し
、両
国
橋
広
小
路
に
集
ま
り
罷
り
在
り
候
に
つ
き
、

こ
れ
ま
た
相
応
に
御
施
行
給
さ
せ
申
し
候
。
こ
の
分
段
々 

仕
分
け 

申
し
付

け
、
⑴
本
所
筋
水
引
き
候
場
所
の
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
い
返
し
、
⑵
家
居
な
ど

潰
れ
所
縁
も
こ
れ
な
く
、
罷
り
帰
り
候
て
も
一
向
渡
世
な
り
が
た
き
に
つ
い

て
、
あ
い
帰
ら
ざ
る
者
ど
も
は
、
非
人
手
下
に
相
渡
し
候
わ
ば
、
⑶
飢
渇
に
及

び
候
者
こ
れ
有
る
ま
じ
く
存
じ
奉
り
候33
。

右
の
傍
線
部
⑴
⑵
の
と
お
り
、
被
災
者
を
無
理
矢
理
「
仕
分
け
」
し
た
結
果
と
し

て
、
⑶
「
飢
渇
に
及
び
候
者
こ
れ
有
る
ま
じ
く
存
じ
奉
り
候
」
と
は
、
所
詮
は
公
権

力
に
よ
る
災
害
の
終
結
宣
言
（
被
災
者
ゼ
ロ
宣
言
）
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
の

が
十
年
前
の
主
旨
で
あ
る
。
被
災
者
は
も
う
い
な
い
、い
る
の
は
「
極
貧
の
者
ど
も
」

の
み
だ
、
と
い
う
説
明
原
理
で
も
っ
て
こ
こ
に
登
場
す
る
の
が
、〈
極
貧
者
〉
な
る
概

念
な
の
で
あ
る
。
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第
一
章
ⅱ
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
幕
末
の
安
政
大
地
震
の
場
合
も
、〈
災
害
型
〉
救

済
時
の
初
期
対
応
で
あ
る
❶
「
握
飯
」
焚
出
（「
御
施
行
」）
か
ら
、貧
窮
者
へ
の
生
活

へ
の
手
当
と
し
て
十
日
分
一
括
で
支
給
さ
れ
る
、
❷
「
御
救
米
」
へ
の
移
行
が
見
ら

れ
る
が
、
こ
の
、
❶
「
御
施
行
」
か
ら
❷
「
御
救
米
」
へ
、
と
い
う
対
応
モ
デ
ル
が

創
出
さ
れ
た
の
が
、
じ
つ
は
寛
保
二
年
の
江
戸
洪
水
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、「
御

施
行
」
が
打
ち
切
ら
れ
た
八
月
二
十
三
日
の
時
点
で
、「
極
貧
の
者
ど
も
」
五
九
〇
名

に
「
御
救
米
」
給
付
が
必
要
と
判
断
さ
れ
、
以
下
の
支
給
が
行
わ
れ
て
い
る
。

男
二
一
七
人
。
一
人
一
日
二
合
宛
、
三
〇
日
分
。

女
三
七
三
人
。
一
人
一
日
一
合
宛
、
三
〇
日
分34
。

つ
ま
り
は
、
男
六
升
、
女
三
升
の
一
括
支
給
で
あ
り
、
安
政
期
よ
り
男
の
支
給
量

が
二
割
多
い
が
、
❶
「
御
施
行
」
段
階
で
は
、
本
所
・
深
川
筋
の
被
災
者
に
対
し
、

ピ
ー
ク
時
で
一
回
に
つ
き
一
万
人
前
の
飯
を
焚
き
出
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

⑴
⑵
の
「
仕
分
け
」
を
通
じ
て
、
対
象
者
は
五
九
〇
人
に
ま
で
絞
り
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、
幕
末
の
安
政
大
地
震
時
の
、
❶
「
御
施
行
」
か
ら
❷
「
御
救
米
」
へ

の
移
行
に
際
し
て
も
、
寛
保
洪
水
時
に
い
う
、
受
給
者
の
「
仕
分
け
」
文
言
め
い
た

も
の
が
ま
っ
た
く
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
、
寛
保

期
と
は
ず
い
ぶ
ん
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
っ
て
き
て
お
り
、
文
言
の
痕
跡
は
す
っ
か
り
風

化
し
、
そ
こ
に
切
迫
感
は
な
い
。
安
政
大
地
震
で
は
、
こ
う
い
う
の
で
あ
る
。

町
会
所
ほ
か
四
か
所
よ
り
焚
出
し
の
握
飯
御
配
り
方
、
当
二
十
日
よ
り
あ
い
止

め
候
に
つ
き
、
野
宿
に
て
難
渋
の
者
ど
も
は
、
最
寄
り
の
御
救
小
屋
入
り
を
相

願
う
べ
し
。
も
っ
と
も
市
中
そ
の
日
稼
ぎ
の
者
ど
も
の
内
、
格
別
困
窮
の
者
ど

も
へ
は
、
御
救
米
下
さ
れ
候
に
つ
き
、
そ
の
支
配
の
名
主
方
へ
、
早
々
申
し
立

つ
べ
き
よ
う
、
町
々
へ
申
し
通
す
べ
き
旨
、
去
る
十
九
日
、
仰
せ
渡
さ
る
る
こ

と
こ
れ
有
り
、
御
急
達
つ
か
ま
つ
り
候35
。

右
に
見
え
る
「
野
宿
に
て
難
渋
の
者
ど
も
は
、
最
寄
り
の
御
救
小
屋
入
り
を
相
願

う
べ
し
」
と
は
、
寛
保
洪
水
時
の
「
非
人
手
下
に
相
渡
し
候
わ
ば
」
と
い
っ
た
、
脅

迫
め
い
た
文
言
と
は
、
お
よ
そ
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
町
会

所
臨
時
救
済
と
し
て
の
御
救
米
は
、
天
保
期
以
降
、
事
実
上
恒
例
化
し
て
い
た
し
、

つ
ま
り
は
安
政
二
年
十
月
二
十
日
を
も
っ
て
、
❶
被
災
者
救
済
か
ら
❷
極
貧
者
救
済

の
日
常
業
務
へ
と
移
行
し
た
、
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
今
後
は
、
所
定

の
人
別
雛
形
を
用
い
た
申
請
手
続
き
が
必
要
、
手
続
き
は
翌
月
八
日
ま
で
ゆ
え
ど
う

ぞ
お
忘
れ
な
く
、
と
い
う
わ
け
だ
。
結
果
、
寛
保
洪
水
で
は
、
当
局
の
「
仕
分
け
」

に
よ
っ
て
❷
「
御
救
米
」
支
給
対
象
を
さ
っ
さ
と
絞
り
込
ん
だ
の
に
対
し
、
安
政
大

地
震
で
は
、
❶
「
御
施
行
」
終
結
後
、
申
請
手
続
き
を
経
て
、
最
終
的
に
四
十
万
弱

の
支
給
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

寛
保
江
戸
洪
水
と
安
政
大
地
震
と
で
は
、
同
じ
〈
災
害
の
終
結
宣
言
〉
で
も
こ
れ

だ
け
様
相
が
異
な
る
。
し
か
し
ま
た
、
一
七
四
二
年
の
寛
保
洪
水
で
、
❶
か
ら
❷
へ

の
移
行
モ
デ
ル
が
誕
生
し
な
け
れ
ば
、
安
政
大
地
震
で
の
❶
か
ら
❷
へ
の
移
行
モ
デ

ル
も
ま
た
、
存
在
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
懸
隔
を
、
さ

ら
に
埋
め
る
思
考
を
続
け
よ
う
。

ⅳ  

一
つ
の
論
理
反
転

―
〈
飢
饉
・
疫
病
型
〉
被
災
と
〈
災
害
型
〉
被
災
の
間

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
お
な
じ
徳
川
吉
宗
期
の
被
災
経
験
で

あ
る
、
享
保
飢
饉
と
寛
保
洪
水
の
間
に
あ
る
、
論
理
の
反
転
だ
。
享
保
飢
饉
時
に
導

入
さ
れ
た
「
飢
人
」
と
「
困
窮
人
」
間
の
厳
格
な
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
、
す
な
わ
ち
救

う
べ
き
は
「
飢
人
」
で
あ
り
「
困
窮
人
」
に
は
配
ら
ず
、
と
す
る
思
想
。
そ
し
て
そ
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こ
か
ら
反
転
し
て
、
寛
保
洪
水
で
の
、
も
は
や
救
う
べ
き
「
飢
人
」
は
世
上
に
お
ら

ず
、
存
在
す
る
の
は
少
数
の
「
困
窮
人
」
の
み
、
と
す
る
思
想
の
浮
上
。「
飢
人
」
＝

被
災
者
が
存
在
す
る
限
り
、「
困
窮
人
」
は
救
済
対
象
の
埒
外
で
あ
り
、「
飢
人
」
が

存
在
し
な
い
、
す
な
わ
ち
災
害
が
〈
終
結
〉
し
た
状
況
下
で
は
、
数
を
絞
っ
た
上
で
、

「
困
窮
人
」
が
「
御
救
米
」
の
対
象
者
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
〈
反
転
〉
こ
そ

が
、「
困
窮
人
」
が
救
済
対
象
と
な
る
、
江
戸
後
期
の
町
会
所
御
救
米
の
、
出
発
点
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
困
窮
人
」
を
拡
大
解
釈
し
て
い
け
ば
、
か
の
安
政
期

の
、
爆
発
的
で
「
不
相
当
」
と
差
し
戻
さ
れ
る
ほ
ど
の
申
請
状
況
が
現
出
す
る
の
で

あ
る
。

享
保
飢
饉
と
寛
保
洪
水
の
間
に
あ
る
〈
論
理
の
反
転
〉、を
理
解
す
る
上
で
重
要
な

の
は
、
前
者
が
〈
飢
饉
・
疫
病
型
〉
の
被
災
で
あ
り
、
後
者
が
〈
災
害
型
〉
被
災
で

あ
る
、と
い
う
至
極
シ
ン
プ
ル
な
事
柄
で
あ
る
。
❶
「
御
施
行
」
か
ら
❷
「
御
救
米
」

へ
の
移
行
モ
デ
ル
を
取
る
の
は
、
あ
く
ま
で
後
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
緊
急
性
の
高
い
❶
「
握
飯
」
は
調
理
済
だ
が
、
❷
「
御
救
米
」
は
未
調
理

で
の
支
給
で
あ
る
。
享
保
飢
饉
で
は
最
初
か
ら
「
御
救
米
」
給
付
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

「
困
窮
人
」
に
ま
で
「
御
救
米
」
を
配
る
べ
き
か
ど
う
か
、が
争
点
と
な
っ
た
。
寛
保

洪
水
で
は
緊
急
性
の
高
い
「
御
施
行
」
を
実
施
し
た
上
で
、
そ
の
打
切
り
後
の
措
置

と
し
て
の
「
御
救
米
」
給
付
ゆ
え
に
、
ご
く
少
数
に
絞
り
込
ん
だ
「
困
窮
人
」
が
対

象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
七
四
二
年
を
画
期
と
す
る
〈
一
つ
の
反
転
〉
の
背
後
に
あ
る
事
情
は
右
の
通
り

で
あ
る
が
、
お
気
づ
き
の
通
り
、
享
保
飢
饉
も
寛
保
洪
水
も
、「
飢
人
」
を
最
優
先
の

救
済
対
象
と
見
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
享
保
飢
饉
時
の
ボ
ー
ダ
ー
導

入
が
招
来
し
た
、
本
来
同
根
の
政
策
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
そ
う
な
る
と
、
十
八
世
紀
前
半
の
様
相
と
は
ま
る
で
異
な
る
、
十
九
世
紀

中
葉
の
安
政
大
地
震
と
安
政
コ
レ
ラ
流
行
で
は
、こ
の
〈
二
つ
の
型
〉
が
「
御
救
米
」

の
あ
り
よ
う
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
規
定
し
た
の
か
、と
い
う
問
い
が
生
起
し
よ
う
。〈
災

害
型
〉
被
災
の
安
政
大
地
震
が
二
段
階
を
踏
む
こ
と
は
記
述
の
と
お
り
だ
が
、〈
飢

饉
・
疫
病
型
〉
の
被
災
経
験
で
あ
る
安
政
コ
レ
ラ
流
行
の
場
合
も
、
救
済
が
❶
の
段

階
を
踏
ま
ず
、
は
じ
め
か
ら
❷
の
形
式
を
取
る
、
と
い
う
点
で
は
、
十
八
世
紀
の
享

保
飢
饉
と
同
じ
だ
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
章
ⅱ
節
で
取
り
上
げ
た
『
地
震
珍
説
集
』
の
記
述
に
拠
れ
ば
、

安
政
大
地
震
時
の
❶
「
御
施
行
」
の
受
給
者
数
は
二
〇
万
二
四
〇
〇
人
で
、こ
れ
は
、

『
安
政
乙
卯
武
江
地
動
之
記
』
の
伝
え
る
❷
「
御
救
米
」
三
八
万
一
二
〇
〇
人
を
遙
か

に
下
回
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
一
次
史
料
で
は
な
く
、
か
つ
前
者
は
終
了
日
が
事
実

と
相
違
し
て
い
る
点
で
数
値
の
扱
い
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
直
接
被
災

者
へ
の
「
御
施
行
」
よ
り
も
大
規
模
「
御
救
米
」
支
給
こ
そ
が
、
望
ま
れ
た
救
済
事

業
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
空
気
が
、
天
保
期
の
度
重
な
る
〈
飢
饉
・
疫
病
型
〉
の
被
災

経
験
を
通
じ
て
、〈
災
害
型
〉
被
災
の
安
政
大
地
震
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
江
戸
市

中
に
広
が
っ
て
い
た
、
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
し
て
、
コ
レ
ラ
流
行
に
至
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
〈
飢
饉
・
疫
病
型
〉
の
被
災
経

験
で
あ
る
。
つ
ま
り
安
政
大
地
震
時
以
上
に
、
被
災
者
か
困
窮
者
か
、
は
、
問
題
と

な
ら
な
い
状
況
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
第
一
章
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
大
地
震
時
を
も

上
回
る
「
御
救
米
」
申
請
ブ
ー
ム
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
後
押
し
を
得
て
江
戸
市
中
を
席

巻
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
五
十
数
万
に
も
達
し
た
と
思
わ
れ
る
、
多

数
の
人
別
申
請
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
は
ま
ず
第
一
章
で
、
一
八
五
〇
年
代
の
安
政
大
地
震
と
コ
レ
ラ
流
行
時
の
町

会
所
御
救
米
の
人
数
に
つ
い
て
、
二
次
史
料
に
見
ら
れ
る
〈
誤
記
〉
情
報
を
検
証
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
一
次
史
料
に
残
る
給
付
実
数
確
定
以
前
に
、
大
量
の
「
極
貧
者
」

申
請
が
所
定
書
式
を
用
い
て
行
わ
れ
、
市
中
メ
デ
ィ
ア
が
こ
れ
を
喧
伝
し
、
後
押
し
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し
た
事
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。

つ
づ
く
第
二
章
で
は
、
一
七
三
〇
〜
四
〇
年
代
に
、
被
災
者
／
困
窮
者
、
国
家
責

任
／
自
己
責
任
の
〈
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
〉
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た

十
年
前
の
東
歴
研
報
告
を
、
現
在
の
視
点
か
ら
リ
ラ
イ
ト
し
つ
つ
、
十
八
世
紀
の
状

況
と
、
町
会
所
御
救
米
が
機
能
し
て
い
る
十
九
世
紀
の
状
況
の
間
に
存
在
す
る
、
大

き
な
懸
隔
こ
そ
を
、今
次
の
課
題
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、享
保
の
飢
饉
で
厳
格
な
〈
被

災
者
認
定
基
準
〉
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、〈
被
災
者
〉
認
定
を
外
れ
た
「
困
窮
人
」
に

は
御
救
米
給
付
せ
ず
、
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
政
期
の
町
会
所
御
救
で
は
、

「
極
貧
者
」、
否
、
実
際
に
は
五
十
万
を
越
え
る
多
数
の
「
困
窮
人
」
の
申
請
に
対
し
、

（
一
部
差
し
戻
し
は
あ
る
も
の
の
、）
大
規
模
な
給
付
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、「
困
窮
人
」

の
社
会
的
位
相
を
め
ぐ
る
こ
の
〈
懸
隔
〉
の
背
景
事
情
と
し
て
、（
松
平
定
信
に
よ
る

町
会
所
設
置
が
重
要
な
画
期
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
）
寛
保
洪
水
時

の
〈
一
つ
の
論
理
反
転
〉
が
重
要
な
出
発
点
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

最
後
に
ま
だ
一
つ
、
答
え
て
い
な
い
問
い
が
あ
る
、
と
の
指
摘
が
予
想
さ
れ
る
の

で
、
こ
れ
に
答
え
て
お
き
た
い
。
で
は
結
局
、「
困
窮
人
」
申
請
を
す
れ
ば
「
御
救

米
」
を
当
た
り
前
に
享
受
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
安
政
期
の
社
会
と
、
厳
格
な

〈
被
災
者
認
定
基
準
〉
が
導
入
さ
れ
、対
象
者
を
徹
底
的
に
「
仕
分
け
」
す
る
こ
と
が

行
わ
れ
た
享
保
・
寛
保
期
の
社
会
と
で
は
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
住
み
や
す
い
社
会

で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
で
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
の
が
率

直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。『〈
つ
な
が
り
〉の
精
神
史
』の
叙
述
ス
タ
イ
ル
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
歴
史
家
が
提
供
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、
各
人
が
自
身
の
行
動
を
〈
選

択
〉
す
る
上
で
、
真
剣
に
考
え
る
に
値
す
る
、
上
質
の
素
材
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
う
は
言
い
つ
つ
も
、
本
稿
を
読
ん
で
こ
ら
れ

た
読
者
に
は
、
厳
格
さ
の
中
に
「
黙
止
し
が
た
い
」
と
い
う
判
断
が
生
ま
れ
う
る
よ

う
な
〈
現
場
〉
に
、
な
お
こ
だ
わ
り
続
け
た
い
、
と
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、

自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
各
人
そ
れ
ぞ
れ
で
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
」
と

は
、
各
人
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
軸
足
を
置
い
て
い
る
か
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
軸
足
を

置
い
て
い
る
か
で
、
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
言
う
ほ
か
な
い
の
で

あ
る36
。

も
う
一
点
、
蛇
足
を
付
け
る
。
本
稿
で
は
、
享
保
・
寛
保
期
と
安
政
期
の
間
に
あ

る
、
天
明
期
や
天
保
期
の
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。
さ
し
あ
た
り
必
要
な
い
、
よ
り

穏
当
に
言
う
な
ら
検
討
の
優
先
度
は
低
い
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
が
、
必
要
と
求

め
ら
れ
る
な
ら
、
他
日
の
課
題
と
し
た
い
。

﹇
付
記
﹈　

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
九
月
に
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
さ
れ
た
、「
二
〇
二
一
年

度
歴
史
学
入
門
講
座
（
京
都
）」（
主
催
＝
歴
史
学
入
門
講
座
実
行
委
員
会
、共
催
＝
日
本
史

研
究
会
）
で
の
講
演
、「
い
ま
、
歴
史
学
に
何
が
可
能
か

―
『
新
し
い
中
世
3
・
0
』

問
題
の
先
に
」
の
う
ち
、
第
Ⅵ
章
「
ひ
と
つ
の
実
践
」
の
内
容
を
、
加
筆
の
う
え
論

文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、『
公
卿
会
議

―
論
戦
す
る
宮
廷
貴
族
た

ち
』
の
著
者
で
あ
る
、
美
川
圭
先
生
の
退
職
論
集
へ
の
寄
稿
と
し
て
は
、
別
稿
「『
公

論
』
と
『
集
議
』

―
中
世
寺
院
社
会
に
お
け
る
二
つ
の
近
代
」
の
ほ
う
が
、
よ
り

相
応
し
い
論
題
と
は
思
わ
れ
た
が
、
同
稿
は
す
で
に
、
別
の
論
集
に
寄
稿
す
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
コ
ロ
ナ
禍
」
の
も
と
で
の
最
新
の
成
果
と
し
て
、
本
稿

を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
旨
、
こ
こ
に
申
し
添
え
る
次
第
で
あ
る
。

註①　
東
島
誠「
中
世
後
期
〜
近
世
都
市
に
み
る
弱
者
と
生
存

│
合
力
の
論
理
と
排
除
の

論
理
の
関
係
性
に
つ
い
て
」（『
人
民
の
歴
史
学
』
一
九
一
＆
一
九
三
号
、
二
〇
一
二

年
）。

②　

こ
の
十
年
間
の
社
会
構
造
の
変
容
に
関
し
て
は
、
東
島
誠
「
三
つ
の
『
新
し
い
中

世
』
と
公
共
圏

│
一
九
九
〇
年
代
の
歴
史
学
的
思
考
と
現
在
」（
花
田
達
朗
『
公
共

圏

│
市
民
社
会
再
定
義
の
た
め
に（
花
田
達
朗
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
第



二
七
三

「
御
救
米
」
給
付
と
社
会

―
安
政
大
地
震
と
コ
レ
ラ
流
行

775

3
巻
）』
彩
流
社
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

③　

東
島
誠
『
自
由
に
し
て
ケ
シ
カ
ラ
ン
人
々
の
世
紀
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、

二
〇
一
〇
年
）
あ
と
が
き
。

④　

東
島
誠
「
な
ぜ
い
ま
、「
幕
府
」
を
問
う
の
か
？
」〔
前
編
〕（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
ウ
ェ
ブ

マ
ガ
ジ
ン
「
本
が
ひ
ら
く
」h

ttps://n
h

k
book

-h
irak

u
.com

/n
/n

d246dc11e8c4?
m

agazin
e_key=m

a38c879b5d14 

二
〇
二
〇
年
、
初
出
二
〇
一
九
年
）。

⑤　

前
掲
註
①
拙
稿
の
う
ち
、
一
九
一
号
掲
載
分
。

⑥　

論
文
中
の
該
当
箇
所
は
、
第
Ⅱ
章
ⅱ
節
に
て
改
め
て
引
用
す
る
が
（
後
掲
註
㉙
史

料
）、
今
次
改
め
て
確
認
す
る
と
、「
飢
饉
時
の
「
黙
止
し
が
た
い
」
現
実
の
一
方
で
、

当
局
側
の
論
理
で
は
、」
の
部
分
は
初
稿
段
階
で
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
入
稿
段
階
に

は
そ
も
そ
も
言
及
自
体
が
な
か
っ
た
点
を
付
記
し
て
お
く
。

⑦　

こ
の
「
現
場
人
」
と
い
う
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
は
、二
〇
一
四
年
七
月
四
日
の
市
民

講
座
「
歴
史
災
害
か
ら
学
ぶ
」（
東
島
誠
の
基
調
講
演
＋
姜
尚
中
と
の
対
談
、
大
宮
ソ

ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
）
が
初
出
で
あ
り
、「
語
り
」
の
型
の
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
、
と
考

え
て
い
る
。

⑧　

渡
辺
尚
志
「
洪
水

│
『
大
水
記
』
を
読
む
」（『
日
本
人
は
災
害
か
ら
ど
う
復
興
し

た
か

│
江
戸
時
代
の
災
害
記
録
に
見
る
「
村
の
力
」』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、

二
〇
一
三
年
）、「
災
害
と
『
生
存
』

│
日
本
近
世
を
対
象
と
し
て
」（『
人
民
の
歴
史

学
』
二
〇
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）。
発
表
時
期
の
近
接
す
る
二
稿
で
あ
る
が
、「
た
だ
恵

み
与
え
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
に
よ
る
心
理
的
負
い
目
（
や
無
力
感
）
を
和
ら

げ
、受
け
取
る
者
の
プ
ラ
イ
ド
を
守
る
効
果
」
の
パ
ー
レ
ン
内
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
点

な
ど
、
興
味
深
い
異
同
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
奥
貫
友
山
に
関
し
て
は
、
太
田
富
康

「
解
題
」（『
日
本
農
書
全
集
』
六
七
巻
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
八
年
）、
鈴
木

愛
「
一
八
世
紀
の
在
村
知
識
人
の
思
想
形
成

│
奥
貫
友
山
の
遺
書
を
中
心
と
し
て
」

（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
一
〇
号
、
二
〇
一
一
年
）、『
第
三
六
回
企
画
展 

名
主

奥
貫
友
山
と
寛
保
2
年
の
大
水
害
』（
川
越
市
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）
も
参
照
。

⑨　

東
島
誠
『〈
つ
な
が
り
〉
の
精
神
史
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
二
年
）。

⑩　

東
島
誠
「
い
ま
、
歴
史
学
に
何
が
可
能
か

│
『
新
し
い
中
世
3
・
0
』
問
題
の
先

に
」（
二
〇
二
一
年
度
歴
史
学
入
門
講
座
（
京
都
）、主
催
＝
歴
史
学
入
門
講
座
実
行
委

員
会
、
共
催
＝
日
本
史
研
究
会
、
二
〇
二
一
年
九
月
十
九
日
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）。
な

お
、「
い
ま
、」
と
付
け
た
の
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
、
東
島
誠
＋
與
那
覇
潤
「
歴
史
学

に
何
が
可
能
か

│
『
中
国
化
』
と
『
江
湖
』
の
交
点
」（『
at
プ
ラ
ス 

思
想
と
活
動
』

一
二
号
、
太
田
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
の
ち
與
那
覇
『
歴
史
が
お
わ
る
ま
え
に
』
亜
紀

書
房
、
二
〇
一
九
年
に
、
補
正
の
上
再
収
）
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。

⑪　

丸
山
眞
男
と
歴
史
の
追
創
造
、
と
い
う
問
題
系
に
つ
い
て
は
、
東
島
誠
「
著
作
解
題

『
忠
誠
と
反
逆

│
転
形
期
日
本
の
精
神
史
的
位
相
』」（
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｄ
Ｅ
道
の
手
帖『
丸

山
眞
男
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
ま
た
「
安
丸
良
夫
の
『
近
代
』
と
歴
史

の
追
創
造
」（『
現
代
思
想
』
四
四
巻
一
六
号
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑫　

吉
田
伸
之
「
江
戸
町
会
所
の
性
格
と
機
能
に
つ
い
て
」（『
近
世
巨
大
都
市
の
社
会
構

造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
論
文
初
出
一
九
七
三
年
）。
な
お
、
北
原
糸

子
『
地
震
の
社
会
史

│
安
政
大
地
震
と
民
衆
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、二
〇
〇
〇
年
、

初
出
一
九
八
三
年
）
二
六
〇
〜
二
六
三
頁
の
議
論
は
、こ
の
吉
田
論
文
を
踏
ま
え
て
い

な
い
な
ど
、
先
行
研
究
の
扱
い
に
疑
点
が
残
る
。

⑬　

前
掲
註
⑨
拙
著
、
二
三
七
頁
の
図
一
〇
、「
鯰
絵
の
な
か
の
リ
セ
ッ
ト
願
望
」
参
照
。

⑭　

杉
森
玲
子
「
雪
の
中
の
行
列
」（『「
江
戸
大
地
震
之
図
」
を
読
む
』
角
川
選
書
、

二
〇
二
〇
年
）。

⑮　

前
掲
註
⑨
拙
著
、
六
八
頁
。

⑯　
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
十
六
巻
、
一
五
七
三
五
号
。

⑰　
『
東
京
市
史
稿 

救
済
篇
第
四
』、
四
七
四
〜
四
七
五
頁
。
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
写

本
、
二
二
九
│
一
一
、
十
一
丁
表
〜
十
三
丁
表
と
は
本
文
に
異
同
が
あ
る
。

⑱　
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
十
六
巻
、
一
六
七
三
六
号
。

⑲　
『
東
京
市
史
稿 

救
済
篇
第
四
』、四
七
四
頁
。『
東
都
地
震
記
』
東
京
都
立
図
書
館
所

蔵
写
本
、
東
〇
二
七
七
│
〇
〇
七
（
三
〇
）、
三
一
丁
表
（
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ア
ー
カ
イ
ブ
）

で
確
認
し
た
。
な
お
、
著
者
斎
藤
月
岑
の
日
記
（『
斎
藤
月
岑
日
記
』
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
写
真
帳
六
一
七
三
│
三
四
一
）
を
見
る
限
り
、こ
の
数
字
情
報
の
典
拠
は
不
明

で
あ
る
。

⑳　

前
掲
註
⑱
史
料
。

㉑　

篠
原
進
・
門
脇
大
・
今
井
秀
和
・
佐
々
木
聡
『
安
政
コ
ロ
リ
流
行
記

│
幕
末
江
戸

の
感
染
症
と
流
言
』（
白
澤
社
、
二
〇
二
一
年
）。

㉒　
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
十
七
巻
、
一
六
一
七
六
号
。

㉓　

京
都
文
化
博
物
館『
伝
え
る

│
災
害
の
記
憶　

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
保
所

蔵
災
害
資
料
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
一
年
）
一
四
〇
号
、
一
一
四



二
七
四

776

〜
一
一
五
頁
掲
載
。
図
2
の
写
真
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
所
蔵
者
で
あ
る
、
あ
い
お
い

ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社
の
許
諾
を
得
た
。
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

㉔　
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
十
七
巻
、
一
六
一
三
一
号
。
以
下
、
本
稿
で
の
史
料
引
用
は
、

す
べ
て
読
み
下
し
て
掲
出
す
る
。

㉕　
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
十
七
巻
、
一
六
一
四
三
号
。

㉖　

前
掲
註
⑨
拙
著
、
四
頁
。

㉗　
「
受
け
る
」
こ
と
と
「
恥
」、
と
い
う
問
題
系
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
⑨
拙
著
、
七
一

〜
七
六
頁
、
ま
た
一
九
二
頁
を
参
照
。

㉘　
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
四
巻
、
六
二
七
〇
号
、
四
三
二
頁
。

㉙　
『
京
都
町
触
集
成
』
第
二
巻
、
五
七
三
号
。「
黙
止
し
が
た
く
」
の
前
に
、
読
点
を
追

加
し
て
読
み
下
し
て
い
る
。

㉚　

前
掲
註
①
拙
稿
の
う
ち
、
一
九
三
号
掲
載
分
。

㉛　

前
掲
註
㉘
史
料
に
続
く
部
分
の
文
言
で
あ
る
。

32　

東
島
誠
＋
與
那
覇
潤
『
日
本
の
起
源
』
太
田
出
版
、二
〇
一
三
年
、一
六
六
〜
一
六
七

頁
。

33　
『
享
保
撰
要
類
集
』十
八
上
ノ
上（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
六
一
‐
七
一

〜
七
二
）。

34　
『
享
保
撰
要
類
集
』
十
八
上
ノ
下
（
六
二
‐
四
二
〜
四
三
）。

35　

前
掲
註
⑱
史
料
。

36　

こ
の
、
立
ち
位
置
、
立
脚
点
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
⑪
拙
稿
「
安
丸
良
夫
の

『
近
代
』
と
歴
史
の
追
創
造
」、ま
た
「
内
村
鑑
三
と
超
党
派
の
思
考
」（『
内
村
鑑
三
研

究
』
四
七
号
、
二
〇
一
四
年
）「
は
じ
め
に
」
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


